
令和７年度島根県一般会計補正予算（第９号）及び島根県中 

小企業制度融資等特別会計補正予算（第１号）の知事専決処 

分について 

 

                                                     令和８年１月２１日 

総 務 部 財 政 課 

１ 補正予算の趣旨 

 

  令和８年１月６日に発生した島根県東部を震源とする地震による被害への対策を

講じる必要があることから、地方自治法第１７９条第１項に基づき知事専決処分に

より補正予算を措置した。 
 

２ 専決処分日     令和８年１月２１日（水） 
 

３ 補正予算の内容 

⑴ 一般会計 

①  補正予算額  ９６，３５８千円  

(補正後の一般会計予算額 516,519,830 千円） 
 

② 内訳 

［歳出予算］ 

・ 被災者等への支援             82,358 千円 

    ・ 観光業への影響を踏まえた誘客促進   14,000 千円 

      合   計                 96,358 千円 
 

 

［歳入予算］ 

       ・ 地方交付税              51,908 千円 

        ・ 国庫支出金              31,950 千円 

    ・ 県債                 12,500 千円 

      合   計              96,358 千円 
 

 

［繰越明許費］ 

       ・ 被災者生活再建支援事業          4,400 千円 

       ・ 被災地域における事業継続緊急支援事業  30,000 千円 

       ・ 社会福祉施設等災害復旧事業        47,925 千円 

      合   計                 82,325 千円 
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［債務負担行為］ 

       ・ 農業経営等緊急対応資金利子補給金       7,501 千円 

       ・ 農業経営等緊急対応資金保証料補給金       600 千円 

 

⑵ 中小企業制度融資等特別会計 

［債務負担行為］ 

・ 地震災害対策特別資金利子補給金       18,750 千円 

・ 地震災害対策特別資金保証料補給金     23,820 千円 
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補 正 項 目 

（単位：千円） 

№ 事業名 予算額 説明 所管課 

 

１ 

 

被災者生活再建

支援事業 

 

4,400 

 

被災世帯に住宅の補修等に係る支

援金を支給した市町村に対し、当該支

援金の一部を支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防 災 部 
[防災危機管 

理課] 

 

２ 

 

地震災害対策特

別資金 

 

制度融資 

(融資枠 

５億円) 

 

地震の被害や影響を受けた中小企

業者等が復旧等に必要な資金を令和

７年度中に借り入れた場合に、当初３

年間は融資利率と保証料率が０％と

なるよう金融機関に対する利子補給

等を実施 

［資金使途］設備資金、運転資金 

［融資限度額］１億 2,000 万円 

［融資利率］ 

 ・当初３年間 ０％ 

 ・４年目以降 1.25％（責任共有） 

        1.10％（責任共有外） 

［保証料率］ 

 ・当初３年間 ０％ 

 ・４年目以降 0.4～1.05％（責任共有） 

0.4～1.20％（責任共有外） 

 

 

商工労働部 
[中小企業課] 

※単身世帯の支援額は上記の額に３／４を乗じて得た額

※被災者生活再建支援法人からの支援金の財源は、国１／２、基金（全都道府県からの拠出金）１／２

※全市町村負担4/10の財源は、公益財団法人島根県市町村振興協会の助成金を充当

負担割合

大規模半壊

中規模半壊

40％以上
50％未満

30％以上
40％未満

２５０万円

１００万円

損害基準判定
対象被災世帯

対象世帯への
最大支援額

全壊 50％以上 ［国制度に該当する場合］
　被災者生活再建支援法人より支援金支給
　（市町村負担無し）

［国制度に該当しない場合（県単独制度を適用）］
  県5/10・全市町村4/10・被災市町村1/10
　（中規模半壊は実費の範囲内）

　県5/10・全市町村4/10・被災市町村1/10

準半壊
10％以上
20％未満

４０万円
（実費の範囲内）

半壊
20％以上
30％未満

１００万円
（実費の範囲内）

３００万円
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（単位：千円） 

№ 事業名 予算額 説明 所管課 

 

３ 

 

被災地域におけ

る事業継続緊急

支援事業 

 

30,000 

 

被災地域における生活機能やサー

ビスの提供、雇用の維持を図るため、

地震により被害を受けた中小企業者

等の事業継続に要する経費を市町村

とともに支援 

 ［実施主体］ 

市町村 

 ［対象業種］ 

地域に欠かせない生活機能やサ

ービスの提供、雇用の維持に不可

欠なものとして市町村が必要と判

断する業種 

 ［対象経費］ 

   施設設備改修費、備品購入費等 

 ［県助成上限額］ 

   100 万円 

 ［負担割合］ 

   県 1/3・市町村 1/3・事業者 1/3 

 

 

商工労働部 
[中小企業課] 

 

４ 
 

農業経営等緊急

対応資金 

 

制度融資 

(融資枠 

１億円) 

 

保証料補給 

33 

 

地震の被害を受けた農業者等が復

旧等に必要な資金を令和７年度中に

借り入れた場合に、当初３年間は融資

利率と保証料率が０％となるよう金

融機関に対する利子補給等を実施 

［資金使途］施設等資金、運転資金 

［融資限度額］ 

施設等資金の場合 

・個人  1,500 万円 

・法人等 3,000 万円 

［融資利率］ 

・当初３年間 ０％ 

・４年目以降 2.5％ 

［保証料率］ 

・当初３年間 ０％ 

・４年目以降 0.2％ 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産部 
[農業経営課] 
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（単位：千円） 

№ 事業名 予算額 説明 所管課 

 

５ 

 

社会福祉施設等

災害復旧事業 

 

47,925 

 

地震により被害を受けた社会福祉

施設等の復旧を支援 

［対象経費］ 

  施設整備費（工事費、事務費） 

  ※１件あたり 80 万円以上 

（認定こども園、保育所は１ 

件あたり 30 万円以上） 

［負担割合］ 

国 1/2・県 1/4・設置者 1/4 

 

 

健康福祉部 
[高齢者福祉 

課] 

[子ども・子

育て支援課] 

[障がい福祉 

課] 

 

６ 

 

観光業への影響

を踏まえた誘客

促進 

 

14,000 

 

 地震による観光業への影響を踏ま

え、県外へ観光情報を発信するととも

に、宿泊キャンペーンを実施 

①県外向け情報発信 

県外で放送されるテレビ番組や

ＣＭを活用し、島根の観光をＰＲ 

②宿泊キャンペーン 

ＯＴＡによる県全域の宿泊施設

を対象とした割引クーポンの発行

を支援し誘客を促進 

［割引額］ 

宿泊プランに応じ、 

1,000 円～6,000 円 

 
（注）ＯＴＡ：Online Travel Agent(インター

ネット上で取引を行う旅行会社)の略 

 

 

商工労働部 
[観光振興課] 
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